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Ⅰ 地方財政を取り巻く状況 

１ 「新経済・財政再生計画」（※）に基づく地方行財政の取組（主なもの） 

※新経済・財政再生計画…骨太方針 2018（H30.6.15閣議決定）で定めた計画 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

骨太方針 2025（R7.6.13 閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   

       

骨太方針 2023（R5.6.16閣議決定）※骨太方針 2024でも同様 

 

 

 

 

骨太方針 2021（R3.6.18閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜財政健全化目標＞ 
骨太方針 2018で掲げた財政健全化目標（2025年度の国・地方を合わせ
たＰＢ黒字化を目指す、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げ
を目指す）を堅持 

財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政健全化目標に取り組む。 

  

〇経済再生と財政健全化の両立の重要性 
 骨太方針 2024で定めた「経済・財政新生計画」の下、財政健全化目標の堅持と
歳出改革努力の継続を基本方針とする。 
〇持続可能な地方行財政基盤の強化 
・地方公共団体が行う公共事業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進
等や、地域を支える老朽インフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保等の
ための取組を進めるとともに、地方の一般財源の総額を確保して※、地域におけ
る賃上げを起点とした成長型経済の実現を支える地方行財政基盤の持続性を確
保・強化する。 

※骨太方針 2024において、2025年度から 2027年度までの３年間について、交付団体を始め地

方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2024 年度地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保。 
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２ 地方財政の財源不足と借入金残高 

（１）地方財政の財源不足 

   令和８年度も、地方税収入や国税法定率分について一定の増が見込まれる事か

ら、財源不足額は微減して約 1 兆円、地方財政計画の約 1％の見込み。令和７

年度に引き続き臨時財政対策債の新規発行額をゼロとした。 

 

 

  

 

 

  

 

 

（２）地方財政の借入金残高 

   地方財政の借入金残高は、令和８年度末で 166兆円（見込み）。内訳は、交付

税特別会計借入金残高(地方負担分)23兆円、公営企業債残高(普通会計負担

分)14兆円、地方債残高 130兆円 

   

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 
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３ 令和８年度地方財政対策 

（１）令和８年度地方財政計画 
  
  ポイント 

  ア 一般財源総額の確保 

・一般財源総額（交付団体ベース）を 67.5兆円（対前年度比＋3.7兆円）確保 

・地方交付税総額を 20.2兆円（対前年度比＋1.2兆円）確保 

・当分の間税率（軽油引取税等）、環境性能割（自動車税等）廃止に伴う令和８年 

度の減収について、地方特例交付金により全額補塡 

 

  イ 地方財政の健全化 

   ・引き続き臨時財政対策債の新規発行額をゼロとした上で、「臨時財政対策債償還基

金費」(0.8兆円)を創設。交付税特別会計の借入金残高を 2.9兆円縮減 

 

  ウ 物価高・官公需の価格転嫁への対応 

   ・物価高を反映し、地方団体の委託料、維持補修費、投資的経費等について、0.6兆

円増額計上するとともに、普通交付税の算定で地方団体の価格転嫁の取組を反映 

 

エ いわゆる教育無償化への対応等 

   ・いわゆる教育無償化に係る地方負担(0.4 兆円)について、地方財政計画の歳出に

全額計上し、一般財源総額を増額確保 

・公立高校等における人材育成の取組を推進するため、「高等学校教育改革等推進事

業費」（0.1兆円）を計上し、「高等学校教育改革等推進事業債」を創設 

 

  オ 防災・減災対策の推進 

   ・「緊急防災・減災事業費」、「緊急自然災害防止対策事業費」の対象事業を拡充した

上で、事業期間を令和 12年度まで延長 

 

  カ 公営企業の経営基盤の強化 

   ・地方団体が公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、「公営企業

経営改善特例債」を創設（地方財政法を改正） 

・インフラ老朽化に対応するため、上下水道事業に係る地方財政措置を拡充 

・地域医療提供体制を確保するため、病院事業に係る地方財政措置を拡充 
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歳入歳出の概要（通常収支分）   （単位：兆円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。 

※ 令和７年度の額は、令和７年度政府予算案等の国会修正を反映している。 

※ 給与関係経費及び一般行政経費の令和７年度の額は、令和８年度との比較対照のため、会計年度

任用職員の給与等を移し替えている。 
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歳　　　入 歳　　　出 地方財政計画（歳入）
（譲　与　税） （譲　与　税） （１０２．４兆円）

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

一般行政経費

４５.５兆円

維持補修費　１.６兆円

投資的経費

１２.５兆円

地方交付税等
２０.９兆円

法定率分等　　  　20.7兆円
既往法定加算等  　 0.0兆円

　
地方特例交付金等 　0.8兆円

その他の歳出
７０.２兆円

うち社会保障関係費　39.1兆円
うち公共事業関係費　 6.1兆円

水準超経費　４.５兆円

公債費等

１２.０兆円

地域未来基金費　０.４兆円

財政投融資特別会計
（歳入） （歳出）

納付金（地方公共団体金融機構
の公庫債権金利変動準備金
の国庫帰属） 0.2兆円

交付税及び譲与税配付金
特別会計へ繰入れ　0.2兆円

臨時財政対策債償還基金費　０.８兆円

公営企業繰出金（下記除く）１.１兆円

その他
６.６兆円

利払い等
１３.０
兆円その他　９.０兆円

その他の税収
９.９兆円

地方特例交付金等 ０.８兆円

公債金
２９．６

兆円

建設国債
６.７兆円

地方債
６.１兆円

赤字国債
２２.９
兆円

国債費

３１.３
兆円

元金返済
１８.２
兆円

国庫支出金

１７．７兆円

（出口ベース）

地方交付税

２０.２兆円

地方法人税　　　　　　2.4兆円
特会剰余金　　　　　　0.1兆円 借入金償還　　     2.2兆円

地方譲与税　３.２兆円

地方交付税

２０.２兆円

（１０２．４兆円）

国
　
　
　
税

交付税対象税目

７３.９兆円

所得税　33.1％
法人税　33.1％
酒　税　50.0％
消費税　19.5％

 特別法人事業税等３.２兆円 地方譲与税　３.２兆円

地方税

４７.８兆円

財政投融資特別会計より受入れ
公庫債権金利変動準備金の活用0.2兆円

地方特例交付金等   0.8兆円

借入金等利子充当 　0.4兆円

（１２２.３兆円） （１２２.３兆円）

給与関係経費

２４.０兆円

（交　付　税） （交　付　税）
（入口ベース）

一般会計より
受入れ

２０.９兆円

地方交付税　    　20.1兆円
地方特例交付金等   0.8兆円

国税収納金整理資金
交付税及び譲与税配付金特別会計

一般会計（歳入） 一般会計（歳出） 地方財政計画（歳出）

一
般
財
源
総
額

兆
円

７２.０

８３.７

兆円

国の予算と地方財政計画（通常収支分）との関係（令和８年度当初）

（注） 表示未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。※ 基礎的財政収支対象経費は、９４．１兆円

※ 地方一般歳出は、８５．１兆円

特別会計借入金債務

承継額と同額の減額
▲0.7兆円

(総務省資料より引用)
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（２）令和８年度地方債計画 

  ポイント 

■農業構造転換集中対策事業債を創設することとし、153億円を計上 

■公営企業経営改善特例債を創設することとし、50億円を計上 

■緊急防災・減災事業について、対象事業を拡充の上、令和 12年度まで延長し、

5,000億円を計上。 

■緊急自然災害防止対策事業について、対象事業を拡充の上、令和 12年度まで延

長し、4,000億円を計上。 

■公共施設等適正管理推進事業について、集約化・複合化に係る事業の対象を拡

充し、4,500億円を計上 

■脱炭素化推進事業について、対象事業を拡充の上、令和 12 年度まで延長し、

900億円を計上 

■こども・子育て支援事業について、450億円を計上 

■デジタル活用推進事業について、サイバーセキュリティ対策に係る事業の対象

を拡充し、1,350億円を計上 

■過疎対策事業について、6,100億円を計上 

令和８年度地方債計画（通常収支分） （単位：億円、％） 

項     目 
R8年度 
計画額 

R7年度 
計画額 差引 増減率 

一 一 般 会 計 債  

１ 公 共 事 業 等 

２ 公 営 住 宅 建 設 事 業 

３ 災 害 復 旧 事 業 

４ 教育・福祉施設等整備事業 

５ 一 般 単 独 事 業  

  うち一        般 

うち地 域 活 性 化 

  うち旧 合 併 特 例 

  うち緊 急 防 災 ・ 減 災 

  うち公共施設等適正管理 

うち緊急自然災害防止対策 

うち緊 急 浚 渫 推 進 

うち脱 炭 素 化 推 進 

うちこども・子育て支援 

うちデ ジ タ ル 活 用 推 進 

６ 辺地及び過疎対策事業  

   うち辺 地 対 策  

うち過 疎 対 策  

 ７ 公共用地先行取得等事業 

 ８ 行 政 改 革 推 進 

 ９ 調 整 

計 

 

15,765 

1,083 

1,127 

6,726 

28,125 

3,043 

690 

1,400 

5,000 

4,500 

4,000 

1,100 

900 

450 

1,350 

6,700 

600 

6,100 

345 

700 

100 

60,671 

 

15,908 

1,100 

1,127 

5,723 

26,625 

2,493 

690 

2,500 

5,000 

4,500 

4,000 

1,100 

900 

450 

900 

6,490 

590 

5,900 

345 

700 

100 

58,118 

 

△   143 

△   17 

0 

1,003 

   1,500 

550 

0 

△ 1,100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

450 

210 

10 

200 

0 

0 

0 

2,553 

    

 

△   0.9 

△   1.5 

0.0 

  17.5 

  5.6 

22.1 

0.0 

44.0 

0.0 

0.0 

0.0 

  0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

3.2 

1.7 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

  4.4 
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二 公 営 企 業 債 34,067 31,985 2,082 6.5 

三 臨 時 財 政 対 策 債 0 0 0 0.0 

四 退 職 手 当 債  - 800 △  800 △ 100.0 

五 国の予算等貸付金債 （    139） （    176） (△  37） (△ 21.0) 

総           計 94,738 90,903 3,835    4.2 

※国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とす
るものであって外書である。 
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（３）令和８年度地方交付税 
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○地方交付税の総額は、所得税・法人税の 33.1％相当額、酒税の 50％相当額並びに消費税の 19.5％相当額の合計

額 21 兆 106 億円に国の一般会計における加算額（既往法定分）154 億円を加算し、国税減額補正精算等 2,639 億

円と交付税特会債務承継額と同額の 7,000 億円を減額した 20 兆 622 億円と、地方法人税の全額２兆 4,499 億円

に交付税特別会計余剰金の活用額 500 億円、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額 2,000 億

円、返還金 0.2 億円を加算し、交付税特別会計借入金償還額２兆 2,000 億円、交付税特別会計借入金に係る支払

利子額 3,773 億円を減額した 20 兆 1,848 億円（前年度比＋１兆 2,274 億円、＋6.5%）となりました。 

○社会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担等の増加が見込まれる中、地方団体が、様々な行

政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、一般財源総額について、交付団体ベースで 67 兆

5,078 億円（前年度比＋３兆 7,364 億円、＋5.9％）とし、前年度を上回る額が確保されました。 
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＜令和８年度普通交付税の算定方法の主な改正＞ 
 
（１）給与改定等に対応した算定  
地方公務員の給与改定に要する経費について、各算定費目の単位費用等において反映。 
このうち、会計年度任用職員に係る給与改定に要する経費について、従事する職務を具体的に想定し

ている会計年度任用職員に要する経費については各算定費目において算定し、その他の会計年度任用
職員に要する経費については包括算定経費において算定。 
また、地方財政計画に計上することとしている給与改善費４，０００億円について、常勤職員等分

（３，５００億円程度）は給与費の一定割合（２.３％程度）を関係費目において、会計年度任用職員
分（５００億円程度）は包括算定経費において、それぞれ算定。 
 

（２）物価高に対応した算定  
 物価高対応として地方財政計画に計上する経費について、ごみ収集、学校給食など地方公共団体

のサービス・施設管理等の委託料については、概ね５％程度、道路や河川等の点検・補修に係る維持

補修費については概ね５％、民間事業者への補修等については概ね３％程度など、関係経費の単位費

用措置を引き上げる。 

また、価格転嫁に積極的に取り組む地方公共団体の財政需要を反映するため、「地域の元気創造事

業費」において、新たに価格転嫁分（１，０００億円程度）を創設。 

さらに、学校、福祉施設、図書館、文化施設など地方公共団体の施設の光熱費の高騰に対応するた

め、地方財政計画に計上する４００億円は、引き続き包括算定経費において一括算定。 

 

（３）いわゆる教育無償化に係る算定（道府県分のみ）  
いわゆる教育無償化に係る地方負担分は、個別の地方公共団体の算定に当たって、地方負担の全額を

基準財政需要額に算入する。 
具体的には、高等学校等就学支援金制度の拡充に係る地方負担については、各都道府県における新制

度による支援対象生徒数に生徒一人当たりの支援単価を乗じることにより算定。 
また、学校給食費の抜本的な負担軽減に係る地方負担について、各都道府県における給食実施校の在

籍児童数に児童一人当たりの支援単価を乗じることにより算定。 
   
（４）「地方創生推進費」に対応した算定  
「地方創生推進費」（１兆円）については、「地域の元気創造事業費」（４，０００億円程度、うち

１００億円程度は特別交付税）及び「人口減少等特別対策事業費」（６，０００億円程度）において引
き続き措置。 
このうち「地域の元気創造事業費」において、新たに価格転嫁分（１，０００億円程度）を創設し、

価格転嫁に積極的に取り組む地方公共団体の財政需要を、低入札価格調査制度等の導入率等の指標を
用いて算定。 
また、行革努力分は、ラスパイレス指数及び経常的経費削減率等を用いた算定を廃止するなど、見直

しを行う。 
算定に当たっては、引き続き、成果を発揮する際の条件が厳しいと考えられる条件不利地域等への配

慮を行う。 
 

（５）「地域社会再生事業費」に対応した算定  
地方公共団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むための経

費を算定する「地域社会再生事業費」については、引き続き４，２００億円程度を算定。 

 

（６）「地域デジタル社会推進費」に対応した算定  
 地方公共団体が地域社会のデジタル化を推進するために必要となる取組に要する経費を算定する

「地域デジタル社会推進費」については、令和１１年度まで延長することとし、１，５００億円程度

を前年度と同様の算定方法により算定。 

 

（７）「地域未来基金費（仮称）」の創設（道府県のみ）  
 「地域未来戦略（令和８年夏に取りまとめ）を踏まえ、地域ごとの産業クラスターを全国各地に形

成するとともに、地場産業の付加価値向上と販路開拓を推進し、地方から日本を成長軌道に押し上げ

るため、都道府県が基金を設置することを想定し、令和８年度に限り、新たな算定費目「地域未来基

金費（仮称）」（４，０００億円程度）を創設し、基金の設置に要する経費を算定。 

 具体的には、２，０００億円程度を各都道府県に対して均等に算定することを基本として検討。 
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（８）「臨時財政対策債償還基金費（仮称）」の創設  
臨時財政対策債を償還するため、令和８年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費（仮称）」

（８，３７０億円程度）を創設し、基金の積立てに要する経費を算定。 

本基金費では、理論償還表に基づく臨時財政対策債の令和８年度末における元金残高相当額のう

ち、道府県分にあっては平成１７年度発行分の全額を、市町村分にあっては平成１７年度から２２年

度発行分の一部を措置。 

 

（９）児童虐待防止対策の体制強化に対応した算定   
 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等に基づき、児童福祉司等の職員の増員に必要と

なる経費を算定。 

 

（１０）交付税の算定に用いる国勢調査人口の置き換え  
 普通交付税の算定基礎となる「人口」については、令和８年度から、令和７年国勢調査の人口を用

いる。 

 また、東日本大震災の原発被災団体及び福島県においては、引き続き人口の特例措置を講じる。 

 

（１１）基準財政収入額の算定項目の見直し及び地方特例交付金の改正  
 令和８年度に自動車税環境性能割（環境性能割交付金含む）及び軽自動車税環境性能割が廃止され

ることに対応して、基準財政収入額の算定項目についても見直しを行うこととしている。ただし、軽

自動車税環境性能割については、廃止後も一定程度収入が見込まれることから、令和８年度に限り、

算入する。 

 また、当分の間税率（軽油引取税及び地方揮発油税）、環境性能割（自動車税及び軽自動車税）の

廃止に伴う減収を補填するため、軽油引取税減収補填特例交付金（仮称）、自動車税減収補填特例交

付金（仮称）、軽自動車税減収補填特例交付金（仮称）及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付（仮

称）を創設することとし、その７５％（地方揮発油譲与税減収補填特例交付（仮称）については１０

０％）を基準財政収入額に算入する。 

 

（１２）その他の算定方法の改正  
 ・ 公営住宅に係る経費の算定について、道府県分・市町村分のその他の土木費における現行の密

度補正については、対象期間の終了に伴い、令和７年度をもって適用を終了する。 

なお、市町村分においては、新たに、家賃低廉化事業の枠組に準じて、建設等から１０年以内

（建設等の際に用地取得を伴うものは２０年以内）の住戸数に応じて算定する密度補正を講じる。 

・ 令和７年度において特別交付税により措置している小・中学校のプレハブ校舎の建設等に要す

る経費（市町村分）については、令和８年度から普通交付税の小・中学校費（測定単位：学級数）

において算定することとし、一時使用面積又は借用面積に応じた事業費補正を講じる。 

  なお、措置期間を供用開始後５年間と設定するため、令和８年度においては、令和３年１０月１

日以降に供用開始されたプレハブ校舎を措置の対象とする。 

・ 標準準拠システム・ガバメントクラウド移行後のシステム運用経費に係る人件費・物価の増加等

の外的要因等による恒常的な経費の増加分について、市町村分の地域振興費（測定単位：人口）に

おいて、標準準拠システムへの移行状況に応じた密度補正を講じる。 
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令和８年度税制改正の概要（市町村税関係）

１．個人住民税

給与所得控除等の見直し

物価上昇局面における対応として、以下のとおり控除額等を引き上げる。

※これらの引上げは、物価調整を行うものであることを踏まえ、特段の財源確保措置を要しないことと

されている。

※個人住民税の非課税限度額や基礎控除等については、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の

諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、地方公共

団体の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討する。

住宅ローン控除

・適用期限を令和12年入居分まで５年延長する。

・所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の

範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する（減収額は全額国費で補填）。

※１ 新築住宅は令和10年以降適用対象外（令和９年12月31日以前に建築確認を受けた場合又は令和10年

６月30日以前に建築された場合には、既存住宅のその他の住宅と同様の扱いを受けられる。）

※２ 省エネ基準等を満たさない住宅で、買取再販住宅の取得（宅地建物取引業者により一定の増改築等が

行われたもの）、既存住宅の取得又は増改築等の場合をいう。

※３ 子育て世帯等への上乗せ措置との選択適用

※４ 災害危険区域（一定の居住用家屋が建築された場合における当該災害危険区域に限る。）、

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。

区分 内容 適用年度

給与所得控除
最低保証額69万円（現行：65万円）
※R9～10年度分はさらに＋５万円

令和９年度分以後

同一生計配偶者及び扶養親族の
前年の合計所得金額要件

62万円以下（現行：58万円以下）

ひとり親の生計を一にする子の
前年の総所得金額等の

合計額の要件
62万円以下（現行：58 万円以下）

勤労学生の前年の
合計所得金額要件

89万円以下（現行：85万円以下）

ひとり親控除 33万円（現行：30万円） 令和10年度分以後

新築住宅・買取再販住宅 既存住宅

認定長期
優良住宅
認定低炭素

住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅
※１

認定長期
優良住宅
認定低炭素

住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

その他の
住宅
※２

借入限度額 4,500万円 3,500万円 2,000万円 3,500万円 2,000万円
2,000万円

(子育て世帯等) 5,000万円 4,500万円 3,000万円 4,500万円 3,000万円

控除期間 13年 10年

控除率 0.7％

床面積要件 50㎡以上（合計所得金額1,000万円以下の場合には40㎡以上も可） ※３

立地要件 土砂災害などの災害レッドゾーン（※４）の新築（建替え除く）は適用対象外（既存住宅等は適用対象）

所得要件 合計所得金額2,000万円以下
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NISAの拡充

次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を０～17歳に拡充する。

※年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円

道府県民税利子割に係る清算制度の導入

インターネット銀行等の利用拡大を踏まえ、金融機関が口座

所在地の都道府県に税を納入する現行の仕組みは維持しつつ、

都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する

清算制度を導入

※利子割税収（清算後）の６割は都道府県が市区町村に交付

※令和８年度分の利子割から適用

ふるさと納税制度の見直し

①特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の２割と次の金額とのいずれか低い金額とする。

※438万円を寄附した場合の特例控除額。寄附額に上限はなく、特例控除額の上限を超えた場合であっても、

基本分の控除の適用は受けられる。

※令和10年度分以後の個人住民税に適用

②受領する寄附金の合計額から募集に要する費用を控除した額

（「寄附金活用可能額」（仮称））が寄附金合計額の60％(※)

以上となるようにし、使途を公表しなければならない。

※令和８年10月以降の指定から段階的に適用

③指定取消期間を３年以内（現行：２年）とする。

※令和８年４月１日以後の基準違反等に係る指定取消しに適用

また、最大５年前（現行：最大２年前）の違反事案について

取消対象とする。

※令和７年10月１日以後の基準違反等について適用

出典：総務省資料

道府県民税 77万２千円 ⇒計193万円
（給与収入１億円相当）市町村民税 115万８千円

出典：総務省資料

R8.10～R9.9 52.5% R10.10～R11.9 57.5%

R9.10～R10.9 55% R11.10～ 60%

２．法人住民税

大胆な設備投資促進税制、研究開発税制及び賃上げ促進税制への対応

法人税に準ずる以下の措置を講ずる。

特定生産性向上設備等投資促進税制
（大胆な設備投資促進税制）の創設

・特別償却制度を法人住民税（及び法人事業税）

に適用
・税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税
に適用

研究開発税制の見直し及び延長
税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に
適用給与等の支給額が増加した場合の

税額控除制度（賃上げ促進税制）の見直し

出典：総務省資料
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３．自動車関係諸税

環境性能割の廃止

（自動車税環境性能割及び）軽自動車税環境性能割は、令和８年３月31日をもって廃止する。

※環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、

それまでの間、国の責任で手当する。

グリーン化特例の延長

軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の適用期限を２年延長する。

５割軽減 31万円（現行：30.5万円）

２割軽減 57万円（現行：56万円）

４．国民健康保険税

課税限度額の見直し

基礎課税額に係る課税限度額を67万円（現行：66万円）に引き上げる。

減額の対象となる所得の基準の見直し

軽減判定所得の算定において被保険者数等の数に乗ずべき金額を次のとおりとする。

５．固定資産税

新築住宅に係る特例措置の拡充・延長

次の見直しを行った上、その適用期限を５年延長する。

①床面積要件の上限を240㎡（現行：280㎡）に引き下げる。

②床面積要件の下限を40㎡（現行：50㎡）に引き下げる。

③令和11年４月１日以降、災害危険区域等内において新築された住宅及び市街化調整区域内にある

土砂災害警戒区域等内において新築された住宅について、特例の適用対象外とする。

バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置の拡充・延長

対象を特別特定建築物全般に広げ、特例率（現行：1/3）を市町村の判断により1/2まで拡充できる

こととした上、適用期限を３年延長

再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の拡充・延長

ペロブスカイト太陽電池及び洋上風力発電設備に係る特例率を拡充するなど重点化を図った上、

適用期限を３年延長

物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の拡充・延長

対象を中継輸送機能等を有し、広く共同利用可能な物流拠点施設とした上、適用期限を２年延長

６．その他

固定資産税の免税点の見直し

※令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

納税環境の整備

・国税・地方税当局間での情報連携について、個人住民税・固定資産税・自動車税・軽自動車税・

滞納情報に関するオンラインでの照会を可能とする（令和９年５月１日施行）。

・行政機関間の通知の対象に、固定資産税の償却資産に係る配分通知等を追加する（令和９年９月

１日施行）。

家屋 30万円（現行：20万円） 償却資産 180万円（現行：150万円）
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５ 財政の健全化 

■「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は、毎年度、

健全化判断比率を議会に報告し、公表しています。 

■健全化判断比率が一定の基準を超えた団体は、財政の早期健全化（又は財政の再生）

のための計画を策定し、財政健全化（又は財政再生）に取り組みます。 

 

（財政健全化法による制度の概要） 

健全段階 財政の早期健全化段階 財政の再生段階 

◆指標の整備と情報開示の 

徹底 

・指標：実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、 

将来負担比率 

⇒監査委員の審査に付し、議会

に報告するとともに公表 

◆自主的な改善努力による 

 財政健全化 

・財政健全化計画を策定（議会

の議決）、策定にあたり外部

監査の要求を義務付け 

・実施状況を毎年度議会に報告

し公表 

・早期健全化が著しく困難と認

められるときは、総務大臣又

は知事が必要な勧告 

◆国等の関与による確実な 

再生 

・財政再生計画を策定（議会の

議決）、策定にあたり外部監

査の要求を義務付け 

・財政再生計画は総務大臣に協

議し同意を求めることができ

る（同意が無い場合は、災害

復旧事業等を除いて地方債の

起債を制限） 

・財政運営が計画に適合しない

と認められる場合等には、予

算の変更等を勧告 
公営企業の経営の健全化 

（
健
全
財
政
） 

 （
財
政
悪
化
） 

 

 

実 質 赤 字 比 率 11.25％～15％  20％ 

連結実質赤字比率 16.25％～20％  30％ 

実質公債費比率 25％  35％ 

将 来 負 担 比 率 350％   

資 金 不 足 比 率 

（公営企業ごと） 

20％ 

 

経営健全化基準 

長野県内では、全

市町村が早期健

全化基準以下の

健全団体 

早期健全化基準（市町村） 財政再生基準（市町村） 
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６ 公共施設等の老朽化対策 

(１) 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省資料） 

(２) 県内市町村における公共施設等総合管理計画の策定状況 

 平成 28 年度までに 77 市町村で策定済みであり、令和５年度末までに個別施設計画
を踏まえた見直しが完了。 

(３) 個別施設計画の概要 

  公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画 

（令和４年度までに策定） 

 ≪インフラ長寿命化基本計画に定める個別施設計画の記載事項≫ 

(1) 対象施設：道路や学校といった施設類型ごとに計画を策定 

 (2) 計画期間：施設の定期点検サイクル等を考慮の上設定 

 (3) 対策の優先順位の考え方：個別施設の状態、重要性等、対策を実施する際に考

慮すべき事項を設定の上、それらに基づく優先順位の考え方を明確化 

 (4) 個別施設の状態等：個別施設の状態について施設毎に整理 

 (5) 対策内容と実施時期：次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・

用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等、講ずる措置の内容や実施

時期を施設毎に整理 

(6) 対策費用：計画期間内に要する対策費用の概算を整理 
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７ 地方公会計 

(１) 統一的な基準による地方公会計 

地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基準が設定されたことで、 

①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③団体間での比較可能性の確保 

が促進されている。 

 

 

(２) 地方公会計の意義 

財務情報の分かりやすい開示による住民等への説明責任の履行や、財政の効率化・適正

化を目的とし、従来の現金主義会計を補完するものとして、発生主義会計を導入。 

この効果として、資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握、発生主義による正確な

行政コストの把握、公共施設マネジメント等への活用等の効果が見込まれる。 

 

 

(３) 地方公会計の「見える化」の推進 

 

 
（出典：総務省資料） 
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（ １） 歳入歳出決算の推移

　実質収支は、全団体において黒字となっています。

（単位：億円）

（ ２） 決算状況 　※端数処理のため、内訳と合計が一致しない場合がある。

歳　　　入

億円 歳入合計 億円

981,263

Ⅱ　長野県市町村財政のすがた

1兆2,096

歳入・歳出決算額

１　決算状況（令和６年度）

　令和６年度普通会計の決算規模は、歳入が１兆2,096億円で前年度比２．７％の増加、歳出が１兆1,657億
円で同３．１％の増加となりました。

　長野県内市町村の歳入決算について全国市区町村の歳入決算と比較すると、総額に占める地方税の割合が低
い一方で、地方交付税の割合が高くなっています。

長野県内市町村 全国市区町村

71兆3,999

地方税

3,099.16

25.6%

地方譲与税

120.96

1.0%
地方交付税

3,043.01

25.2%

国庫支出金

1,523.58

12.6%
県支出金

635.94

5.3%

地方債

816.65

6.8%
その他

2,856.76

23.6% 地方税

213,331

29.9%

地方譲与税

4,650

0.7%

地方交付税

98,676

13.8%

国庫支出金

132,308

18.5%

都道府県支

出金

49,825

7.0%

地方債

45,278

6.3%

その他

169,931

23.8%

10,567 10,394 10,219 10,047
10,690

13,790

12,153 11,906 11,781 12,096

10,114 10,029 9,880 9,637
10,279

13,308

11,588 11,384 11,305 11,657

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 ５年度 ６年度

歳入総額 歳出総額
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億円 地方税 億円

歳　　　出

全国市区町村

億円 歳出合計 億円

目的別

性質別

3,099.16

1兆1,657

　歳出決算について比較すると、目的別では、民生費の割合が低い一方で、商工費及び農林水産費の割合が高く
なっています。　性質別では、扶助費の割合が低い一方で、補助費等の割合が高くなっています。

長野県内市町村

69兆1,092

全国市区町村

21兆3,331

長野県内市町村

固定資産税

1,410.81

45.5%

都市計画税

130.70

4.2%

市町村たばこ

税

135.26

4.4%

その他

125.37

4.0%

個人分

1,055.56

34.1%

法人分

241.46

7.8%

市町村民税

固定資産税

85,863

40.2%

都市計画税

11,528

5.4%

市町村たばこ

税

9,132

4.3%

その他

6,591

3.1%

個人分

83,878

39.3%

法人分

16,339

7.7%

総務費

1,862.03

16.0%

民生費

3,641.30

31.2%

衛生費

858.44

7.4%

農林水産費

407.76

3.5%

商工費

679.31

5.8%

土木費

1,258.24

10.8%

消防費

362.15

3.1%

教育費

1,343.40

11.5%

災害復旧費

61.15

0.5%
公債費

1,072.19

9.2%

その他

110.80

1.0%

総務費

86,855

12.6%

民生費

270,970

39.2%

衛生費

58,709

8.5%

農林水産費

13,349

1.9%

商工費

21,992

3.2%

土木費

66,532

9.6%

消防費

21,037

3.0%

教育費

89,461

12.9%

災害復旧費

2,729

0.4%

公債費

54,197

7.8%

その他

5,261

0.8%

人件費

1,957.11

16.8%

扶助費

1,816.04

15.6%

公債費

1,072.18

9.2%

普通建設事業

費

1,535.81

13.2%

物件費

1,643.55

14.1%

補助費等

1,755.88

15.1%

その他

1,876.21

16.1%

人件費

108,697

15.7%

扶助費

178,993

25.9%

公債費

54,152

7.8%

普通建設事

業費

80,840

11.7%

物件費

97,814

14.2%

補助費等

67,986

9.8%

その他

102,610

14.8%

1,297.

0241.9%

市町村民

税100,217

47.0%

19



（ ３） 主な財政指標

○

○

（ ４） 将来にわたる実質的な財政負担

○

（単位：百万円、％）

令和５年度 増減額 増減率

Ａ 872,010 △ 22,882 △ 2.6 

Ｂ 116,983 12,084 10.3 

Ｃ 494,888 0 0.0 

179,559 0 0.0 

60,957 0 0.0 

254,372 0 0.0 

494,105 △ 10,798 △ 2.2 

（Ａ＋Ｂ）－Ｃ 638,527 14,190 2.2 

77.4 － －

179,559

将来にわたる実質的な財政負担額は、平成２６年度以降減少しており、令和元年度と令和２年度は増加
に転じましたが、令和５年度に引き続き令和６年度も減少し、現在約５千億円となっています。

60,957

494,888

129,067

地 方 債 残 高

652,717

　財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、県平均８８．７％（加重平均）となり、前年度に比べ１．０ポ
イント上昇しました。

その他特定目的基金

標 準 財 政 規 模

区　　　　　分

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

74.0

債 務 負 担 行 為 額

積 立 金 現 在 高

（ 対 標 準 財 政 規 模 ）

（地方債＋債務負担）－積立金

　実質公債費比率は、県平均６．７％（加重平均）となり、前年度に比べ０．２ポイント上昇しました。なお、
全市町村が早期健全化基準（２５％）を下回っています。

令和６年度

849,128

254,372

483,307

84.4
83.5 85.9

86.5

86.7 87 87.4

82.9

86.5
87.7

88.7

91.3
90.0

92.5 92.8 93.0 93.6 93.1

88.9

92.2 93.1 93.8

7.2

6.4
6.0 6.0 6.0

6.1 [値] 6.1 6.3
6.5 6.7

8.0

7.4
6.9

6.4
6.1

5.8 5.7 5.5 5.5 5.6 5.6 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60

70

80

90

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

経常収支比率（長野県） 経常収支比率（全国）

実質公債費比率（長野県） 実質公債費比率（全国）
経常収支比率 実質公債費比率

9,386 9,504 9,449 9,418 9,269 9,337 9,471 9,417 9,043 
8,720 8,491 

1,072 1,073 902 879 977 1,139 1,073 897 
938 1,170 1,291 

3,961 4,091 4,187 4,217 4,184 4,137 4,113 4,578 4,809 4,911 4,949

6,497 6,486
6,164 6,080 6,062 6,339 6,431

5,736
5,173 4,979 4,833

4,000

2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

（億円）

地方債現在高 債務負担行為額 積立金現在高 （地方債＋債務負担）－積立金
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（ １）　主な財政指標による全国比較

　全国の市区町村の主な財政指標を都道府県単位で比較すると、県内市町村の経常収支比率は全国平均より
５．１ポイント低く、全国１位となっています。
　また、積立金現在高比率・地方債現在高比率についても、前年度に引き続き上位に位置しています。

５年度 ６年度
東京都 神奈川県 大阪府 愛知県 埼玉県

14,002,534 9,202,559 8,771,961 7,483,755 7,374,294

福井県 徳島県 高知県 島根県 鳥取県

746,690 700,409 664,863 642,590 534,003

大阪府 神奈川県 愛知県 北海道 埼玉県

2,364,840 2,345,359 1,962,911 1,841,037 1,635,339

高知県 佐賀県 福井県 徳島県 鳥取県

243,716 235,943 230,378 223,424 178,104

島根県 高知県 北海道 秋田県 岩手県

382.8 366.6 364.9 364.7 343.3

神奈川県 栃木県 千葉県 埼玉県 東京都

254.9 248.8 235.1 221.8 69.2

大阪府 神奈川県 北海道 愛知県 福岡県

4,993,105 4,541,180 3,931,787 3,740,803 3,137,432

島根県 高知県 福井県 徳島県 鳥取県

493,970 488,947 472,540 416,536 371,722

石川県 北海道 島根県 高知県 秋田県

800.1 779.4 768.7 735.4 701.0

栃木県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都

487.7 485.2 442.5 423.4 143.5

神奈川県 大阪府 愛知県 埼玉県 千葉県

1,989,129 1,798,787 1,676,567 1,229,459 1,112,362

佐賀県 徳島県 島根県 高知県 鳥取県

110,080 101,885 90,089 83,752 67,366

愛知県 神奈川県 大阪府 京都府 静岡県

224.0 216.1 205.1 196.1 187.6

青森県 鳥取県 高知県 秋田県 東京都

127.6 126.2 126.0 125.5 56.1

北海道 福岡県 大阪府 兵庫県 新潟県

962,453 438,191 403,376 396,479 335,342

徳島県 鳥取県 香川県 東京都 福井県

107,291 103,974 103,653 87,900 85,074

島根県 秋田県 高知県 鳥取県 青森県

242.7 228.2 227.5 194.7 194.1

千葉県 埼玉県 愛知県 神奈川県 東京都

36.8 33.5 17.7 16.8 6.3

北海道 大阪府 神奈川県 愛知県 埼玉県

327,142 287,178 265,665 252,552 224,840

富山県 佐賀県 福井県 鳥取県 山梨県

33,841 30,076 30,015 27,165 26,594

石川県 島根県 北海道 高知県 秋田県

137.8 79.1 64.8 62.9 62.9

千葉県 神奈川県 栃木県 三重県 東京都

29.3 28.9 27.4 26.8 4.7

愛知県 神奈川県 静岡県 埼玉県 東京都

0.90 0.84 0.73 0.73 0.73

秋田県 鹿児島県 北海道 高知県 島根県

0.30 0.29 0.27 0.25 0.25

長野県 山梨県 岐阜県 岡山県 鹿児島県

88.7 90.0 90.2 90.4 90.5

山口県 大分県 宮城県 京都府 神奈川県

95.4 95.8 97.9 98.2 98.2

福島県 佐賀県 山梨県 徳島県 高知県

106.4 94.9 85.6 85.3 81.5

新潟県 埼玉県 広島県 京都府 神奈川県

33.9 32.0 31.5 27.7 16.3

三重県 埼玉県 愛知県 岐阜県 長野県

120.0 124.5 125.5 126.0 130.1

福岡県 高知県 広島県 石川県 京都府

216.7 218.7 228.5 231.2 232.5

注 １　各数値は広域連合、一部事務組合を除く。

２　標準財政規模及び各財政指標については、特別区を除く。

３　全国平均及び都道府県別数値の算出は次の方法による。

　　　　単純平均によるもの・・・人口、標準財政規模、歳出総額、地方税、地方交付税、地方債、財政力指数

　　　　加重平均によるもの・・・経常収支比率、積立金現在高比率、地方債現在高比率、「一人当たり」の各数値

４　経常収支比率には、経常一般財源に減収補てん債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債を含む。

５　積立金現在高比率及び地方債現在高比率は、いずれも標準財政規模に対する割合であり、平均値は東京都を除いたものである。

　

（％）

財政力指数

積立金現在高比率

（％）

経常収支比率

（百万円）

427,135 

517.2 

309,916 

一人当たり金額

地　　方　　税

（百万円）

（千円）

【19位】

（％）

79.4 

【6位】【6位】

151.2 

【15位】

37.3 

【25位】

0.49

地方交付税

一人当たり金額

地方債現在高比率

（百万円）

一人当たり金額

（千円）

一人当たり金額

（千円）

地　　方　　債

（百万円）

都道府県別上位　５県

都道府県別下位　５県

638,527 
684,774 

【16位】

2,012,399 

全国平均
長野県市町村計・平均

2,645,334 

652,717 

【16位】

258.9 
324.3 314.8 

【11位】

【29位】

579.2 557.4 

1,368,090 
1,130,466 

【17位】

36.0 

95,239 
81,665 

【18位】

161.5 

209,948 

0.38

304,301 

【26位】

75,623 

287,434 

141.7 

【15位】

【19位】

40.6 

0.37

【19位】

154.0 

【27位】

312,883 

1,165,678 

【16位】

154.3 

【27位】

２　主要指標（令和６年度）

【27位】

【11位】

2,028,135 

【16位】

【16位】

標準財政規模

（R7.1.1現在：人）

人　　　　　口

一人当たり金額

（千円）

歳　出　総　額

（百万円）

（千円）

【5位】

【36位】 【33位】

93.8 
【1位】 【1位】

160.4 

46.7 
75.8 

【7位】

130.1 

88.7 

【6位】

76.2 

136.5 

【7位】

87.7 
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（２）　財政指標と公共施設整備状況
　

降順 ％ 昇順 ％ 降順 ％ 昇順 ％ 昇順

長 野 市 0.71 2 94.3 74 45.5 69 137.4 47 101.0 65 98.0 47.4 83.3 

松 本 市 0.70 3 86.9 45 59.1 58 109.2 25 48.2 30 99.9 70.6 93.8 

上 田 市 0.59 9 93.4 72 49.4 67 145.2 57 84.4 58 99.3 54.6 84.8 

岡 谷 市 0.60 7 89.4 54 51.2 65 166.4 64 126.0 75 99.1 60.2 84.6 

飯 田 市 0.54 17 90.4 61 43.2 71 138.6 48 90.7 60 97.0 51.2 85.3 

諏 訪 市 0.68 4 90.0 58 43.5 70 138.8 49 67.6 47 99.7 55.8 68.6 

須 坂 市 0.55 15 94.7 75 85.2 46 142.0 52 103.7 68 101.4 53.1 72.7 

小 諸 市 0.58 10 94.8 76 75.5 51 148.8 59 98.0 62 101.2 43.6 74.2 

伊 那 市 0.48 24 91.2 66 110.8 35 118.8 35 126.2 76 97.9 45.3 72.7 

駒 ヶ 根 市 0.57 11 92.7 71 52.2 64 169.2 66 113.2 72 101.2 29.4 81.0 

中 野 市 0.57 11 90.4 61 78.5 49 143.3 54 118.9 74 99.2 45.9 79.5 

大 町 市 0.44 28 90.1 59 37.1 76 113.5 28 76.7 51 94.5 39.6 71.2 

飯 山 市 0.33 39 91.6 68 64.7 57 132.1 40 70.0 50 99.3 62.2 55.0 

茅 野 市 0.55 15 93.6 73 27.2 77 145.0 55 52.6 33 99.9 56.2 51.3 

塩 尻 市 0.63 5 92.1 70 48.6 68 148.4 58 98.4 63 99.6 60.9 86.3 

佐 久 市 0.51 21 86.9 45 116.5 30 132.3 41 53.3 34 98.3 54.4 79.0 

千 曲 市 0.50 23 95.2 77 68.3 55 151.2 60 104.7 70 99.7 53.5 75.5 

東 御 市 0.48 24 91.2 66 39.5 75 155.6 61 64.6 45 99.6 46.9 80.1 

安 曇 野 市 0.51 21 88.5 50 69.7 54 125.6 37 82.4 53 95.1 68.2 77.2 

市 平 均 0.55 ‐ 91.3 ‐ 60.1 ‐ 135.6 ‐ 85.5 - 98.7 53.3 78.2 

小 海 町 0.26 47 83.7 34 112.7 33 134.2 43 4.0 4 98.7 47.2 60.3 

佐 久 穂 町 0.25 50 85.9 41 120.6 26 81.3 10 18.2 10 99.6 38.0 53.1 

川 上 村 0.27 46 79.3 17 192.2 9 164.5 63 34.0 21 136.1 24.9 47.1 

南 牧 村 0.28 45 77.6 12 287.2 3 135.0 44 12.0 8 107.2 26.6 58.9 

南 相 木 村 0.56 13 82.0 27 350.5 2 169.0 65 3.0 2 93.7 31.9 51.5 

北 相 木 村 0.14 71 90.1 59 217.8 5 196.8 75 8.2 7 90.9 40.8 33.9 

軽 井 沢 町 1.60 1 63.1 1 117.6 28 14.6 1 13.7 9 88.4 21.2 56.6 

御 代 田 町 0.60 7 78.6 14 129.8 25 99.6 19 94.6 61 102.6 56.3 88.1 

立 科 町 0.32 40 86.2 42 148.3 18 115.9 31 22.9 14 98.4 37.6 82.0 

長 和 町 0.22 58 86.7 44 71.7 53 142.8 53 63.3 43 96.5 51.3 61.9 

青 木 村 0.24 54 76.9 8 105.5 38 74.5 9 58.8 38 97.3 61.7 57.8 

下 諏 訪 町 0.52 20 85.1 39 41.2 74 170.5 67 55.0 36 99.1 42.7 54.2 

富 士 見 町 0.53 19 90.5 63 91.0 41 117.7 33 48.7 31 96.7 38.5 39.2 

原 村 0.37 35 84.3 36 83.8 47 44.1 2 3.7 3 93.2 56.9 57.4 

辰 野 町 0.47 26 91.0 65 56.0 62 105.1 22 103.5 67 94.5 44.2 56.9 

箕 輪 町 0.56 13 88.9 51 42.8 72 141.5 51 105.8 71 100.9 38.5 78.3 

飯 島 町 0.37 35 80.1 21 57.2 61 100.8 21 137.2 77 97.8 79.6 77.9 

南 箕 輪 村 0.54 17 89.5 55 66.3 56 105.7 23 58.4 37 101.3 28.3 77.3 

中 川 村 0.21 61 82.3 29 131.8 24 109.7 26 42.6 26 95.8 40.1 70.4 

宮 田 村 0.46 27 74.0 5 117.4 29 68.0 6 20.2 12 100.8 53.4 72.4 

松 川 町 0.39 34 80.8 24 57.6 60 92.2 15 59.6 40 90.9 52.6 82.1 

高 森 町 0.42 30 84.2 35 51.0 66 134.0 42 101.1 66 101.6 52.8 85.8 

阿 南 町 0.19 63 78.8 15 197.2 8 83.3 12 45.5 27 92.1 49.1 80.2 

道　  路
舗 装 率

区分

主要財政指標 公共施設の整備状況(％)

財政力指数 経常収支比率 積立金現在高比率 地方債現在高比率 企業債現在高比率 下水道等
普 及 率

道　  路
改 良 率
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降順 ％ 昇順 ％ 降順 ％ 昇順 ％ 昇順

道　  路
舗 装 率

区分

主要財政指標 公共施設の整備状況(％)

財政力指数 経常収支比率 積立金現在高比率 地方債現在高比率 企業債現在高比率 下水道等
普 及 率

道　  路
改 良 率

阿 智 村 0.25 50 83.0 32 159.1 14 64.4 4 40.2 23 94.9 58.0 68.3 

平 谷 村 0.14 71 79.1 16 112.0 34 73.2 8 64.9 46 98.7 86.9 80.7 

根 羽 村 0.11 76 77.1 9 217.8 5 115.4 30 21.7 13 96.3 49.4 57.0 

下 條 村 0.22 58 70.7 2 368.1 1 52.4 3 1.1 1 95.1 49.0 71.7 

売 木 村 0.11 76 83.0 32 86.0 45 95.9 17 24.7 17 94.9 69.7 72.6 

天 龍 村 0.15 68 80.1 21 191.1 10 192.6 73 29.1 18 85.4 42.1 78.5 

泰 阜 村 0.15 68 73.4 4 152.2 15 170.5 67 5.5 5 77.6 55.0 55.8 

喬 木 村 0.25 50 81.4 25 190.9 11 87.0 13 50.0 32 98.2 39.2 75.4 

豊 丘 村 0.30 43 76.8 7 150.0 16 113.7 29 54.6 35 99.1 38.8 57.9 

大 鹿 村 0.15 68 73.1 3 218.4 4 135.9 46 19.6 11 59.6 51.2 65.6 

上 松 町 0.24 54 91.8 69 53.4 63 179.3 71 64.0 44 85.4 63.1 75.6 

南 木 曽 町 0.23 57 82.2 28 86.4 44 131.2 39 46.5 29 85.0 60.5 72.4 

木 曽 町 0.26 47 88.9 51 103.5 39 244.1 77 103.8 69 93.5 60.1 72.9 

木 祖 村 0.26 47 87.6 49 108.5 37 130.5 38 86.2 59 95.2 66.9 86.0 

王 滝 村 0.19 63 82.4 30 134.7 22 179.9 72 6.5 6 98.0 43.2 57.7 

大 桑 村 0.24 54 89.2 53 41.8 73 195.5 74 45.9 28 95.8 69.7 80.9 

麻 績 村 0.17 66 79.5 18 150.0 16 175.2 69 78.4 52 97.9 34.4 61.9 

生 坂 村 0.13 73 80.2 23 148.1 19 158.3 62 29.8 19 89.7 15.8 53.6 

山 形 村 0.42 30 76.2 6 113.5 32 72.9 7 41.4 24 99.8 71.0 77.2 

朝 日 村 0.40 32 77.3 10 134.5 23 95.7 16 69.4 48 99.7 54.3 81.3 

筑 北 村 0.16 67 79.5 18 189.5 12 118.1 34 42.3 25 94.5 42.5 67.0 

池 田 町 0.32 40 87.4 48 77.5 50 91.6 14 83.7 56 98.9 52.7 78.6 

松 川 村 0.34 38 81.9 26 117.7 27 81.4 11 83.8 57 101.1 78.4 76.2 

白 馬 村 0.43 29 77.3 10 80.3 48 135.0 44 70.0 49 95.7 53.7 58.6 

小 谷 村 0.22 58 86.6 43 212.9 7 176.4 70 23.4 16 84.3 37.2 52.7 

坂 城 町 0.63 5 79.9 20 139.1 20 112.5 27 99.2 64 104.6 42.6 81.9 

小 布 施 町 0.40 32 90.5 63 86.7 43 66.9 5 60.3 41 99.8 74.3 92.2 

高 山 村 0.29 44 84.6 38 109.4 36 117.5 32 30.2 20 98.7 48.4 53.2 

信 濃 町 0.31 42 84.3 36 89.0 42 98.0 18 83.0 55 95.3 33.6 73.4 

飯 綱 町 0.25 50 85.8 40 73.8 52 123.4 36 82.8 54 99.2 50.4 65.8 

小 川 村 0.13 73 89.5 55 162.6 13 100.0 20 59.0 39 97.6 21.6 45.5 

山 ノ 内 町 0.37 35 87.2 47 58.4 59 145.0 55 60.8 42 96.8 55.7 82.5 

木 島 平 村 0.20 62 82.4 30 115.2 31 106.9 24 36.0 22 98.3 48.1 59.2 

野 沢 温 泉 村 0.18 65 89.9 57 101.3 40 221.5 76 116.1 73 97.6 53.0 39.9 

栄 村 0.13 73 78.3 13 136.3 21 141.2 50 23.3 15 88.0 34.9 48.6 

町 村 平 均 0.32 - 82.5 - 113.4 － 117.0 ‐ 57.3 - 93.7 45.3 63.7 

市 町 村 平 均 0.38 - 88.7 - 75.8 － 130.1 ‐ 77.1 - 95.2 50.2 72.5 

　　１．平均欄の数値は、財政力指数は単純平均、それ以外は加重平均である。

　　２．地方債現在高比率及び企業債現在高比率は、年度末地方債残高または年度末企業債残高を標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額

　　　を含む）で除した割合。

　　３．「下水道等普及率」は公共下水道、農業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、コミュニティ・

　　　プラント及び合併処理浄化槽を含めたものであり、公共施設状況調査（令和７年３月31日現在）による。

　　４．「道路改良率」「道路舗装率」は道路施設現況調査（令和７年４月1日現在）による。
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0.0 

38.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

長野市

松本市

上田市

岡谷市

飯田市

諏訪市

須坂市

小諸市

伊那市

駒ヶ根市

中野市

大町市

飯山市

茅野市

塩尻市

佐久市

千曲市

東御市

安曇野市

小海町

川上村

南牧村

南相木村

北相木村

佐久穂町

軽井沢町

御代田町

立科町

青木村

長和町

下諏訪町

富士見町

原村

辰野町

箕輪町

飯島町

南箕輪村

中川村

宮田村

松川町

高森町

阿南町

阿智村

平谷村

根羽村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村

豊丘村

大鹿村

上松町

南木曽町

木祖村

王滝村

大桑村

木曽町

麻績村

生坂村

山形村

朝日村

筑北村

池田町

松川村

白馬村

小谷村

坂城町

小布施町

高山村

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村

信濃町

小川村

飯綱町

栄村

将来負担比率
（単位：％）全国市町村平均 6.2
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　主要財政指標（財政力指数）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

0.22 0.31

0.25

0.33

0.18

0.20 0.13

0.37
0.57

0.40

0.710.13

0.29

0.55

0.44 0.50
0.32

0.17

0.63

0.34

0.13

0.16

0.59 0.480.24

0.22

0.58

1.60

0.60

0.32
立科町

0.51

0.25

0.26

0.28

0.27

0.14

0.56

0.51

0.70

0.42

0.40

0.630.60

0.68

0.55

0.37

0.53

0.52

0.26 0.47

0.56

0.54

0.46
0.37

0.21

0.48

0.57

0.26

0.19

0.24

0.24

0.23

0.39

0.42

0.150.30

0.25

0.25

0.22

0.15

0.19

0.15

0.14

0.11
0.11

0.54

0.43

市 町村 計

0.2未満 0 15 15

0.2～0.4未満 1 28 29

0.4～0.6未満 13 12 25

0.6～0.8未満 5 2 7

0.8以上 0 1 1

団体数
凡例 色別
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主要財政指標（経常収支比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

86.6 84.3

85.8

91.6

89.9

82.4 78.3

87.2
90.4

90.5

94.389.5

84.6

94.7

90.1 95.2
87.4

79.5

79.9

81.9

80.2

79.5

93.4 91.276.9

86.7

94.8

63.1

78.6

86.2
立科町

86.9

85.9

83.7

77.6

79.3

90.1

82.0

88.5

86.9

76.2

77.3

92.189.4

90.0

93.6

84.3

90.5

85.1

87.6 91.0

88.9

89.5

74.0
80.1

82.3

91.2

92.7

88.9

82.4

91.8

89.2

82.2

80.8

84.2

73.176.8

81.4

83.0

70.7

73.4

78.8

80.1

79.1

83.0
77.1

90.4

77.3

市 町村 計

95以上 1 0 1

90～95未満 14 5 19

85～90未満 4 15 19

80～85未満 0 18 18

80未満 0 20 20

団体数
凡例 色別
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主要財政指標（積立金現在高比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

212.9 89.0

73.8

64.7

101.3

115.2 136.3

58.4
78.5

86.7

45.5162.6

109.4

85.2

37.1 68.3
77.5

150.0

139.1

117.7

148.1

189.5

49.4 39.5105.5

71.7

75.5

117.6

129.8

148.3
立科町

116.5

120.6

112.7

287.2

192.2

217.8

350.5

69.7

59.1

113.5

134.5

48.651.2

43.5

27.2

83.8

91.0

41.2

108.5 56.0

42.8

66.3

117.4
57.2

131.8

110.8

52.2

103.5

134.7

53.4

41.8

86.4

57.6

51.0

218.4150.0

190.9

159.1

368.1

152.2

197.2

191.1

112.0

86.0
217.8

43.2

80.3

市 町村 計

50未満 8 3 11

50～100未満 9 17 26

100～150未満 2 21 23

150～200未満 0 10 10

200以上 0 7 7

団体数
凡例 色別
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主要財政指標（地方債現在高比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

176.4 98.0

123.4

132.1

221.5

106.9 141.2

145.0
143.3

66.9

137.4100.0

117.5

142.0

113.5 151.2
91.6

175.2

112.5

81.4

158.3

118.1

145.2 155.674.5

142.8

148.8

14.6

99.6

115.9
立科町

132.3

81.3

134.2

135.0

164.5

196.8

169.0

125.6

109.2

72.9

95.7

148.4166.4

138.8

145.0

44.1

117.7

170.5

130.5 105.1

141.5

105.7

68.0
100.8

109.7

118.8

169.2

244.1

179.9

179.3

195.5

131.2

92.2

134.0

135.9113.7

87.0

64.4

52.4

170.5

83.3

192.6

73.2

95.9
115.4

138.6

135.0

市 町村 計

200以上 0 2 2

150～200未満 4 12 16

100～150未満 15 25 40

50～100未満 0 17 17

50未満 0 2 2

団体数
凡例 色別
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　主要財政指標（企業債現在高比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

23.4 83.0

82.8

70.0

116.1

36.0 23.3

60.8
118.9

60.3

101.059.0

30.2

103.7

76.7 104.7
83.7

78.4

99.2

83.8

29.8

42.3

84.4 64.658.8

63.3

98.0

13.7

94.6

22.9
立科町

53.3

18.2

4.0

12.0

34.0

8.2

3.0

82.4

48.2

41.4

69.4

98.4126.0

67.6

52.6

3.7

48.7

55.0

86.2 103.5

105.8

58.4

20.2
137.2

42.6

126.2

113.2

103.8

6.5

64.0

45.9

46.5

59.6

101.1

19.654.6

50.0

40.2

1.1

5.5

45.5

29.1

64.9

24.7
21.7

90.7

70.0

市 町村 計

200以上 0 0 0

150～200未満 0 0 0

100～150未満 7 6 13

50～100未満 11 22 33

50未満 1 30 31

団体数
凡例 色別
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（３） 健全化判断比率・資金不足比率 

① 健全化判断比率（令和６年度決算） 

 

  ■実質赤字比率 ⇒ 全市町村が「－」（実質赤字額なし） 

 

 

   （算定式） 

実質赤字比率 ＝ 

一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模  

    ※地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を示す指標 

 

  ■連結実質赤字比率 ⇒ 全市町村が「－」（連結実質赤字額なし） 

 

 

   （算定式） 

連結実質赤字比率 ＝ 

連結実質赤字額  

標準財政規模  

    ※全ての会計の赤字と黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を示す指標 

 

  ■実質公債費比率 ⇒ 全市町村が早期健全化基準（25％）未満 

 

   （算定式） 

 

実質公債費比率 ＝ 

（３か年平均） 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利

償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財

政需要額算入額） 
 

    ※借入金（地方債）の返済額（これに準じる額を含む）の大きさを示す指標 

 

  ■将来負担比率 ⇒ 全市町村が早期健全化基準（350％）未満 

 

   （算定式） 

将来負担比率 ＝ 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現

在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財

政需要額算入額） 
 

    ※借入金（地方債）の残高や将来支払うこととなる負担等の大きさを示す指標 
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※町村、平成 30年度以降の市町村、令和４年度以降の市の将来負担比率は、将来負担額が負のため数値なし 

  

 

② 資金不足比率（令和６年度決算） 

 

  ■資金不足比率 ⇒ 全ての公営企業会計が経営健全化基準（20％）未満 

   

 （算定式） 

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額  

事業の規模  

    ※各公営企業の経営状態の悪化度を示す指標 
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主要財政指標（実質公債費比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

11.3 7.7

11.8

11.6

8.0

11.0 7.2

8.8
5.8

5.4

5.15.3

7.3

8.3

8.3 11.3
11.9

6.1

8.4

8.9

7.3

3.0

5.6 9.97.9

10.0

7.3

0.9

4.9

7.7
立科町

2.7

9.2

7.4

3.1

2.4

7.8

-0.8

7.9

3.6

5.3

7.7

7.77.3

7.9

7.5

6.1

8.0

8.0

8.2 8.6

9.0

7.8

6.2
8.9

-0.1

7.2

11.8

11.0

8.6

9.9

12.2

8.9

7.1

8.3

2.812.0

8.4

2.2

-4.3

8.0

3.6

3.1

8.2

11.6
4.3

8.6

16.2

市 町村 計

25以上 0 0 0

15～25未満 0 1 1

10～15未満 3 9 12

5～10未満 14 35 49

5未満 2 13 15

団体数
凡例 色別

全市町村が早期健全化基準（25％）を下回っている。

35



　主要財政指標（将来負担比率）

王滝村

高山村

木島平村

山ノ内町

野沢温泉村

栄村

小川村

松川村

小谷村

山形村

原村

富士見町

川上村

小海町

南相木村
南牧村

北相木村

佐久穂町

安曇野市

高森町

飯島町

中川村

箕輪町

辰野町

大桑村

上松町

南木曽町

大鹿村

下條村

天龍村

喬木村

平谷村
阿南町

豊丘村

松川町

飯山市

長野市

小諸市

須坂市

千曲市

佐久市松本市

駒ヶ根市

東御市

坂城町

白馬村

塩尻市

信濃町

御代田町

軽井沢町

木祖村

根羽村
売木村

茅野市

諏訪市

朝日村

岡谷市

下諏訪町

阿智村

泰阜村

青木村

中野市

小布施町

飯田市

伊那市 南箕輪村

飯綱町

上田市

大町市

長和町

木曽町

池田町

生坂村

麻績村

筑北村

宮田村

38.3

9.7

33.7 4.7

22.1 25.3

29.3

立科町

8.534.0

42.4

40.2

32.9

36.4

3.4

27.7

53.9

37.7

32.4

27.0

7.2 市 町村 計

350以上 0 0 0

250～350未満 0 0 0

150～250未満 0 0 0

50～150未満 1 0 1

50未満 10 9 19

数値無し 8 49 57

団体数
凡例 色別

・全市町村が早期健全化基準（350％）を下回っている。
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34.9

32.7

27.4

30.1

23.8

32.3

20.0

27.5

21.8

26.6

25.3

22.8

13.7

30.1

30.7

26.1

24.9

23.4

25.2

28.4

12.2

11.0

14.0

13.0

32.3

5.2

54.8

28.0

13.7

11.2

16.3

26.5

20.7

17.6

22.7

26.2

18.5

25.9

8.9

22.9

14.7

15.2

20.3

24.8

23.5

17.1

19.0

25.5

26.5

22.8

21.6

34.1

34.6

25.5

18.7

26.5

26.4

28.6

25.7

21.0

42.7

43.0

46.2

38.3

32.2

52.1

0.1

18.9

35.5

49.4

42.1

26.2

22.2

35.5

30.2

22.4

39.0

25.5

43.4

28.6

0.025.050.075.0100.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

長野市

松本市

上田市

岡谷市

飯田市

諏訪市

須坂市

小諸市

伊那市

駒ケ根市

中野市

大町市

飯山市

茅野市

塩尻市

佐久市

千曲市

東御市

安曇野市

市計・平均

小海町

佐久穂町

川上村

南牧村

南相木村

北相木村

軽井沢町

御代田町

立科町

長和町

青木村

下諏訪町

富士見町

原村

辰野町

箕輪町

飯島町

南箕輪村

中川村

宮田村

市町村税

地方交付税

３ 市町村税と地方交付税の状況（令和６年度）

(1) 歳入総額に占める市町村税と地方交付税
長野県市町村の歳入に占める市町村税の割合は、市町村平均で25.6％となっており、60市町村

が県平均を下回って

市町村平均

25.6%

市町村平均

25.2%
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18.0

17.4

8.3

12.3

5.5

2.7

9.0

4.4

7.9

6.7

10.8

10.9

7.7

14.9

12.9

12.2

15.9

10.3

15.1

6.9

4.9

24.3

23.3

7.2

18.7

18.5

21.5

10.8

37.6

17.1

13.9

18.3

11.2

4.6

21.0

9.7

7.4

4.5

18.7

25.6

34.6

28.9

48.5

43.0

45.0

37.4

39.9

51.6

57.3

45.9

43.6

30.9

54.0

50.9

49.9

42.7

49.9

51.8

50.8

49.1

48.1

38.0

38.4

50.7

47.9

41.2

31.9

47.1

17.9

28.7

39.3

49.1

41.1

48.4

41.1

50.5

34.9

49.7

35.5

25.2

0.025.050.075.0100.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

松川町

高森町

阿南町

阿智村

平谷村

根羽村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村

豊丘村

大鹿村

上松町

南木曽町

木曽町

木祖村

王滝村

大桑村

麻績村

生坂村

山形村

朝日村

筑北村

池田町

松川村

白馬村

小谷村

坂城町

小布施町

高山村

信濃町

飯綱町

小川村

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村

栄村

町村計・平均

市町村計・平均

市町村税

地方交付税

市町村平均 25.2%

市町村平均 25.6%
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（２）　市町村税の現況指標（令和６年度）
　 (単位：％，千円）

市町村名
歳入に占める
税収割合

人口１人当
たり税収額

税収のうち
住 民 税 の
割 合

個人住民税
平 均 所 得
割 額

徴 税
コ ス ト

市町村名
歳入に占める
税収割合

人口１人当
たり税収額

税収のうち
住 民 税 の
割 合

個人住民税
平 均 所 得
割 額

徴 税
コ ス ト

長野市 34.9 165 44.3 117 1.9 高森町 17.4 119 45.6 98 3.1

松本市 32.7 163 46.5 123 2.5 阿南町 8.3 103 37.7 84 10.8

上田市 27.4 145 42.4 107 2.7 阿智村 12.3 141 31.9 83 7.2

岡谷市 30.1 143 44.5 110 2.6 平谷村 5.5 222 20.4 79 14.7

飯田市 23.8 140 43.3 104 2.7 根羽村 2.7 101 37.1 81 14.4

諏訪市 32.3 164 44.3 121 2.4 下條村 9.0 102 39.6 83 4.6

須坂市 20.0 131 46.0 102 4.0 売木村 4.4 137 26.4 75 25.5

小諸市 27.5 131 41.6 98 4.0 天龍村 7.9 196 19.2 78 7.9

伊那市 21.8 140 43.9 105 2.9 泰阜村 6.7 134 28.9 81 2.4

駒ヶ根市 26.6 153 42.3 106 3.2 喬木村 10.8 92 46.8 88 5.3

中野市 25.3 160 37.2 103 2.9 豊丘村 10.9 120 47.9 86 5.0

大町市 22.8 172 33.3 93 3.3 大鹿村 7.7 219 25.9 89 8.6

飯山市 13.7 133 35.8 92 4.4 上松町 14.9 158 42.5 95 7.5

茅野市 30.1 168 39.6 109 2.7 南木曽町 12.9 158 30.3 86 6.0

塩尻市 30.7 162 41.1 111 2.4 木曽町 12.2 159 37.1 91 4.3

佐久市 26.1 141 42.2 108 2.6 木祖村 15.9 210 21.7 87 5.9

千曲市 24.9 136 39.2 99 3.3 王滝村 10.3 353 15.3 86 7.8

東御市 23.4 144 39.2 99 2.6 大桑村 15.1 184 30.0 91 5.4

安曇野市 25.2 129 44.5 103 2.8 麻績村 6.9 97 38.7 83 10.9

小海町 12.2 142 37.9 95 4.7 生坂村 4.9 94 40.1 85 10.8

川上村 14.0 197 35.6 124 3.8 山形村 24.3 127 45.5 102 5.1

南牧村 13.0 222 29.6 108 4.7 朝日村 23.3 226 22.6 87 3.2

南相木村 32.3 676 6.1 90 1.7 筑北村 7.2 98 39.7 90 7.1

北相木村 5.2 135 35.6 110 14.4 池田町 18.7 103 45.5 96 5.7

佐久穂町 11.0 104 42.7 95 6.2 松川村 18.5 102 47.4 97 4.9

軽井沢町 54.8 523 24.6 212 2.1 白馬村 21.5 179 30.5 109 4.6

御代田町 28.0 155 40.2 114 3.7 小谷村 10.8 187 23.3 93 9.0

立科町 13.7 131 33.5 89 5.3 坂城町 37.6 223 52.0 138 2.5

長和町 11.2 128 31.3 88 6.4 小布施町 17.1 111 47.8 108 4.7

青木村 16.3 163 46.9 118 6.7 高山村 13.9 116 47.2 99 7.5

下諏訪町 26.5 135 46.6 111 3.7 信濃町 18.3 155 31.6 92 5.2

富士見町 20.7 176 32.7 103 4.1 飯綱町 11.2 105 42.3 94 6.2

原村 17.6 123 49.3 118 3.2 小川村 4.6 83 45.2 80 10.2

辰野町 22.7 134 41.8 99 2.7 山ノ内町 21.0 148 30.3 88 5.2

箕輪町 26.2 142 44.5 104 1.9 木島平村 9.7 97 40.7 86 13.8

飯島町 18.5 131 36.1 89 3.4 野沢温泉村 7.4 117 31.9 87 10.4

南箕輪村 25.9 142 42.9 103 1.9 栄村 4.5 108 28.4 77 16.0

中川村 8.9 98 42.0 85 6.9 市平均 28.4 152 43.2 111 2.6

宮田村 22.9 152 44.4 106 2.1 町村平均 18.7 162 36.8 106 4.2

松川町 18.0 124 40.4 93 4.7 市町村平均 25.6 154 41.9 110 2.9

(注)

■歳入に占める税収割合・・・・・歳入総額に占める市町村税収の割合。

■人口１人当たり税収額・・・・・市町村税収入額を令和7年1月1日現在住基人口で除したもの。（市町村税収入額には法人課税分も含む）

■税収のうち住民税の割合・・・・・税収に占める住民税（個人市町村民税及び法人市町村民税）の割合。

■個人住民税平均所得割額・・・・・個人の市町村民税所得割額を所得割納税義務者数で除したもの。一般的に平均所得割額が高いところほど高額所得者が多いことを示す。

■徴税コスト・・・・・税収（市町村税＋個人県民税）に占める人件費その他の徴税費総額の割合。税務事務の効率性を示す。

■「平均」欄は加重平均による。

39



Ⅲ　長野県市町村等公営企業のすがた

（１）事業数

水道 交通 電気 病院 下水道 市場 観光施設 宅地造成 駐車場 介護 その他 合計

令和６年度(Ａ) 83 1 6 16 177 3 26 12 9 40 3 376

令和５年度(Ｂ) 83 1 6 17 178 4 26 13 9 40 3 380

増減(Ｃ=Ａ-Ｂ) 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 0 ▲ 1 0 0 0 ▲ 4

増減率(Ｃ/Ｂ)％ 0.0 0.0 0.0 ▲ 5.9 ▲ 0.6 ▲ 25.0 0.0 ▲ 7.7 0.0 0.0 0.0 ▲ 1.1

（２）決算規模

１　決算状況（令和６年度）

489 493 507 513 508 517 532 553 559 573 

1,084 
902 902 872 883 898 927 951 980 998 

984 
983 984 977 995 1,024 1,020 986 1,017 1,004 

253
250 237 222 222 246 234 201 202 202

417 412 407
405 394 390 387 385 380 376

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6年度

事業数と決算規模の推移
その他
下水道
病院
水道
事業数（右目盛）

（億円）
（事業数）

2,810
2,628 2,630 2,584 2,608 2,685 2,713 2,691 2,758 2,777

事業数は前年度から４事業減少して３７６事業で、このうち地方公営企業法を適用している事業（法適用

事業）が２８９事業、同法を適用していない事業（法非適用事業）が８７事業となっています。

また、事業別では、下水道事業が１７７事業、水道事業が８３事業、介護サービス事業が４０事業と

なっており、この３事業で７９．８％と、大半を占めています。

決算規模は２，７７７億１６百万円で、前年度から１９億６百万円増加しました。（＋０.７％）

事業別では、下水道事業が１，００３億５４百万円（△１.４％）、病院事業が９９７億８１百万円

（＋１.８％）、水道事業が５７３億４０百万円（＋２.６％）となっています。

※ 事業数異動の内訳 病院１減、下水道１減、市場１減、宅地造成１減

※１ 増減率の計算は端数処理前の数値で実施しています。

※２ 端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。

※算出方法

法適用事業 ： 総費用－減価償却費－土地売却原価＋資本的支出

法非適用事業 ： 総費用＋資本的支出＋積立金＋前年度繰上充用金
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（３）総収支

70 75 70 69 66 71 64 62 61 
47 

▲ 31
▲ 12 ▲ 20

▲ 18
▲ 4

5 22 28

▲ 13
▲ 38

90 
103 107 107 105 

115 
114 104 

114 

97 

13

14 13 16
16

7
18 17

20

23

90.4 93.0 91.4 91.4 90.9 
87.9 

89.9 
87.8 

85.8 

79.5 

0
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20
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90

100

▲ 100

▲ 50

0

50

100

150

200

250

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6年度

総収支及び黒字事業数の割合の推移

その他
下水道
病院
水道
公営企業全体の総収支
黒字事業数の割合(右目盛)

（億円） （%）

129
142

180
170 174

183
198

218
211

182

公営企業全体の総収支は１２９億１２百万円の黒字で、前年度に比べ５３億１３百万円の減少となりました。

（△２９.２％）

また、黒字事業は２９９事業で全体の７９.５％を占めています。

事業別では、下水道事業が９７億２８百万円（△１４.８％）、次いで水道事業が４７億４４百万円の黒字と

なっています。（△２２.５％）病院事業は、物価や人件費の高騰、医業外収益の減少等（※）により、３８億

１１百万円（△１９４．７％）の赤字になりました。

基準外繰入金を除いた収支は△２９億７９百万円であり、前年度に比べ４０億８０百万円（３７０.６％）の

減少となり、全事業の基準外繰入額合計は減少しました。下水道事業やその他事業（特に観光施設事業）につ

いては、基準外繰入金が黒字額の大部分を占めている状態です。

51 53 56 54 52 55 49 47 40
27

▲ 49
▲ 28 ▲ 29 ▲ 25

▲ 13 ▲ 5

17 18

▲ 21

▲ 50

25
32 28 28 25 29 26

2

0

▲ 9
▲ 23

▲ 12 ▲ 8 ▲ 8
▲ 15 ▲ 30

▲ 6 ▲ 2

▲ 8

2

▲ 200

▲ 150

▲ 100

▲ 50

0

50

100

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6年度

【参考】基準外繰入金を除いた場合の収支の状況

その他
下水道
病院
水道
公営企業全体の総収支

（億円）

▲ 30

4

45 47 49 49 49

86

65

11

※新型コロナウイルス感染症に伴い増加していた国庫補助金等が減少。

※算出方法

法適用事業 ： 総収益から総費用を差し引いた額

法非適用事業 ： 歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた額

※基準外繰入金 ： 一般会計等から繰り入れた金額のうち、一般会計等が負担すべきとされているもの（繰出基準）以外の繰入金

41



（４）一般会計等からの繰入金

（５）企業債残高

一般会計等からの繰入金は５４６億９５百万円で、前年度に比べ２１億４９百万円（△３.８％）の減少と

なっています。

事業別では、下水道事業が３５１億８３百万円（△７.４％）と全体の約６割を占めており、次いで病院事業

が１２０億１５百万円（＋９.４％）、水道事業が５１億８４百万円（＋６.２％）となっています。

また基準外繰入金の事業別内訳についても下水道事業が１０６億５６百万円と全体の約７割を占めるほか、

水道事業が２０億５５百万円となっています。

497 474 461 455 441 436 425 408 397 388 
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134 124 127 134 149 132 145 171 159

0

100

200

300

400

500

600

700
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一般会計等からの繰入金の推移
基準外繰入金
基準内繰入金

（億円）

635
608

585 582 575 585 557 553 568 547

18 22 15 15 15 16 15 14 21 21 

18 16
10 7 8 10 5 10 8 11

65 71 
78 79 80 87 88 

102 
114 107 

37 25
21 26 31

36
24
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20

0

50

100

150

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6年度

基準外繰入金の推移
その他 下水道
病院 水道（億円）

128
136

138 134
124

127
134

145

171 159

企業債残高は５，３６４億９７百万円で、前年度に比べて３４１億８８百万円（△６.０％）減少しました。

減少額の事業別内訳は、下水道事業が２９７億１５百万円（△７.５％）、病院事業が３７億９百万円

（△７.８％）、水道事業が４億８百万円（△０.３％）となっています。

1,471 1,418 1,374 1,332 1,292 1,253 1,222 1,194 1,186 1,182

714 719 699 649 611 567 527 500 476 438

6,833
6,464 6,092 5,722

5,363 5,012 4,669

4,311 3,973 3,676

133
116

105
96

84
99

88
81

72
69

276 263 249
228 246

270 278 274
302 315

685 698 701 700 692 690 703 695
680

663

0
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600

700

800

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6年度

企業債現残高及び発行額、償還額の推移

水道 病院 下水道 その他 企業債発行額(右目盛) 元金償還額(右目盛)

（億円） （億円）

9,151
8,717

8,270
7,799

7,350
6,931

6,506 6,086 5,707
5,365

42



２　水道事業・下水道事業の分析

（１）人口密度・料金回収率・基準外繰入の状況

①上水道・簡易水道

②下水道

・簡易水道は上水道と比べて全体的に有収水量密度が低く（管路延長あたり年間有収水量が小さい）、

施設の効率が低いことが分かります。

・また、グラフの左下に分布する事業者は料金回収率が低く、基準外繰入で収益を補っている割合が

高くなっています。

・特定環境保全公共下水道・農業集落排水施設は、公共下水道と比べて全体的に有収水量密度が低く

（管路延長あたり年間有収水量が小さい）、施設の効率が低いことが分かります。

・また、グラフの左下に分布する事業者は経費回収率が低く、基準外繰入で収益を補っている割合が

高くなっています。

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

上水

簡水

バブルサイズ： 基準外繰入割合

料金回収率 (%)

管路延長あたり年間有収水量 (㎥/m)

基準外繰入

経常収益
＝

供給単価 (円）

給水原価 (円）
＝ ×100

年間有収水量 （㎥）

管路延長（導水+送水+配水） （m）
＝

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35

公共

特環

農集

バブルサイズ： 基準外繰入割合

経費回収率 (%)

管路延長あたり年間有収水量 (㎥/m)

下水道使用料収入 (円）

汚水処理費 (円）
＝ ×100

年間有収水量 （㎥）

下水管敷設延長 （m）
＝

基準外繰入

経常収益
＝

人口密度・料金回収率・基準外繰入割合の関係

人口密度・経費回収率・基準外繰入割合の関係
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（２）老朽化と更新投資の状況（平成28年度から令和６年度の推移・法適用団体のみ）

【水道事業】

長野市

松本市

上田市

岡谷市

飯田市

諏訪市

須坂市

小諸市伊那市

駒ケ根市

中野市

大町市

飯山市

茅野市
塩尻市

千曲市

東御市

安曇野市
軽井沢町

御代田町

立科町

下諏訪町

辰野町

箕輪町

飯島町

南箕輪村

宮田村

上松町

木曽町

山形村

池田町

松川村

白馬村

高山村

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村

信濃町

飯綱町
佐久水道企業団

全団体平均

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

R6 推移

管路経年化率(総管路延長のうち、法定耐用年数を超過した管路延長の占める割合)

全団体平均

管路経年化率と投資割合の推移

資本的支出(円)

決算規模(円)
投資割合(％) ＝ ×100

※１ 推移（矢印）の始点はH28時点の指標

※２ 推移のない団体はH29以降法適化した団体

※３ 老朽管路のない団体は除外

・老朽化した管路（布設から法定耐用年数の40年を経過した管路）が増加する中、多くの団体で管路更新等、

投資への支出が増加しています。しかし管路の老朽化速度が更新を上回った結果、右上方向に推移した団

体が多いと考えられます。

※資本的支出には浄水場の更新費用等も含まれ、必ずしも管路更新に充てた支出とは限りません。
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３　長野県内市町村等の公営企業の状況 （令和６年度決算ベース）　

  [上](公他)病
  観宅駐

長野市

松本市

  [上](公他)病介
  市観駐

松本市

上田市

  [上](公他)
  駐

上田市

岡谷市

  [上](公)病
  観

岡谷市

飯田市

  [上](公他)病介
  市駐

飯田市

諏訪市

  [上](公)介
  市観駐

諏訪市

須坂市

  [上](公他)
  宅

須坂市

小諸市

  [上](公他)
  観宅

小諸市

伊那市

  [上](公他)介
  交駐

伊那市

駒ヶ根市
  [上](公他)
  観

駒ヶ根市

中野市

  [上](公他)
中野市

大町市

  [上簡](公他)病介
  観

大町市

飯山市

  [上簡](公他)
  駐

飯山市

茅野市

  [上](公他)
茅野市

塩尻市

  [上](公他)
塩尻市

佐久市

  (公他)病介
  電宅そ

佐久市

千曲市

  [上](公他)
千曲市

東御市

  [上](公他)病
東御市

安曇野市  [上](公他)
  観宅

安曇野市

小海町

  [簡]
小海町

佐久穂町

  [簡](他)病介
  宅

佐久穂町

川上村

  [簡](他)介
川上村

南牧村

  [簡](他)
  宅

南牧村

南相木村

  [簡]介
南相木村

北相木村

  [簡]介
北相木村

軽井沢町

  [上](公他)病
  駐

軽井沢町

御代田町

  [上](公他)
御代田町

立科町

  [上](他)
  そ

立科町

長和町
  [上](他)
  観

長和町

青木村

  [簡](他)
青木村

下諏訪町

  [上](公)介
  観駐

下諏訪町

富士見町

  [上](公他)介
  観

富士見町

原村

  [上](他)
原村

辰野町

  [上](公他)病
辰野町

箕輪町  [上](公他)介
箕輪町

飯島町

  [上](公他)
飯島町

南箕輪村

  [上](公)介
南箕輪村

中川村

  [簡](公他)
中川村

宮田村

  [上](公他)
宮田村

松川町

  [上](公他)介
  電観

松川町

高森町
  [上](公他)
  宅

高森町

阿南町

  [簡](他)介
阿南町

阿智村

  [上](他)介
阿智村

平谷村

  [簡](他)
平谷村

根羽村
  [簡](他)介
根羽村

下條村

  [簡]
下條村

売木村

  [簡](他)
売木村

天龍村

  [簡](他)介
天龍村

泰阜村

  [簡]介
泰阜村

喬木村

  [上](他)介
喬木村

豊丘村

  [上](他)
豊丘村

大鹿村

  [簡]
大鹿村

上松町

  [簡](公)
上松町

南木曽町

  [簡](他)介
  宅

南木曽町

木曽町

  [上簡](公他)介
木曽町

木祖村

  [簡](他)
木祖村

王滝村

  [簡](他)
  観

王滝村

大桑村

  [簡](他)介
大桑村

麻績村

  [簡](他)
  宅

麻績村

生坂村

  [簡](他)
  観

生坂村

山形村

  [上簡](他)
山形村

朝日村  [簡](他)
  観

朝日村

筑北村

  [簡](他)
  観宅

筑北村

池田町

  [上](公)
池田町

松川村
  [上](他)
松川村

白馬村

  [上](公他)
白馬村

小谷村

  [簡](他)
小谷村

坂城町

  (公)
坂城町

小布施町

  [上](公他)
小布施町

高山村
  [上](他)
  観

高山村

山ノ内町

  [上](公他)
山ノ内町

木島平村

  [上](他)
  電観

木島平村

野沢温泉村

  [上](公他)介
  電観

野沢温泉村

信濃町

  [簡](他)
小川村

栄村

  [簡](他)介
  観

栄村

＋
長野市民病院

＋信越病院

＋飯綱病院

＋
市立大町総合病院

＋松本市立病院

＋国保依田窪病院

＋東御市民病院
＋国保軽井沢病院

＋国保浅間総合病院

＋千曲病院

＋岡谷市民病院

＋諏訪中央病院

＋伊那中央病院

＋昭和伊南病院

＋辰野病院

＋

  [上](公他)病
信濃町

飯綱町

飯田市立病院

  [上](他)病介
  宅

飯綱町

小川村

おんたけ2240スキー場

戸隠スキー場

野沢温泉スキー場

霧ヶ峰スキー場
あさひプライムスキー場

木島平スキー場

さかえ倶楽部スキー場

野麦峠スキー場

人口メッシュデータの出典：国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-mesh500h30.html）

陰影起伏図の出典：地理院タイル
（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）

   [上]
佐久水道企業団

浅麓水道企業団

   [上]
浅麓水道企業団

佐久環境衛生組合

   (公)

川西保健衛生施設組合

佐久環境衛生組合

   (他)
川西保健衛生施設組合

依田窪医療福祉事務組合

   病介
依田窪医療福祉事務組合

諏訪中央病院組合

   病介そ
諏訪中央病院組合

伊那中央行政組合

   病
伊那中央行政組合

伊南行政組合

   病
伊南行政組合

松塩筑木曽老人福祉施設組合

   介
松塩筑木曽老人福祉施設組合

松塩地区広域施設組合

   電
松塩地区広域施設組合

高瀬広域水道企業団

   [上]
高瀬広域水道企業団

佐久広域連合

   介
佐久広域連合

木曽広域連合

   (公)
木曽広域連合

北アルプス広域連合

   介
北アルプス広域連合

長野広域連合

   介
長野広域連合

北信広域連合

   介
北信広域連合

南信州広域連合

   電
南信州広域連合

[上簡] 上水道, 簡易水道

(公他) 公共下水道, その他下水道

病 病院

介 介護施設

交 交通

電 電気

市 市場

と と畜場

観 観光施設

宅 宅地造成

駐 駐車場

そ その他

（地図上のマーク）

病院

● 索道

凡例

＋
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　Ⅳ　長野県市町村が出資する第三セクター等のすがた

　１　土地開発公社の状況

　　　（１）　土地開発公社数

　　　（２）　土地取得の実績

※土地取得の実績に造成費は含まない。

　　　（３）　土地保有の状況

　　　（４）　借入金残高の状況

※端数処理のため、計と内訳は一致しない場合がある。

計 34 34 0
町　村 18 18 0
市 16 16 0

区　　　分 令和６年度末 令和５年度末 増減 摘　　要

173 162 149 
121 111 

90 

61 92 
83 

91 
81 

51 

234 
254 

231 
211 

192 

141 

0

50

100

150

200

250

300

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

億円 保有土地（金額ベース）

56 53 52 48 44 
34 

49 55 

13 
35 

31 

29 

105 108 

65 

83 
74 

63 

0

20

40

60

80

100

120

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ha 保有土地（面積ベース）

23 

36 
32 35 38 

21 

8 

5 
4 2 

1 

0 

31 

41 
36 37 38 

22 

0

10

20

30

40

50

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

億円 土地取得（金額ベース）

2.6 2.9 4.5

27.4 26.1 25.1

41.2

7.1 2.3

2.4 1.1 0.5

43.8

10

6.8

29.8
27.2 25.6

0

10

20

30

40

50

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ｈａ 土地取得（面積ベース）

■５年未満保有土地 ■５年以上保有土地

■土地造成事業 ■公有地先行取得事業

237.4 221.3
192.7 181.2 181.1 180.9 177.7 155.5

113.3

245.1 236.3
210.4 193.8 194.1 193.2 202.0 203.1 200.5

175.4

180.2 174.9

131.0

(96.9) (93.7) (91.6) (93.5) (93.3) (93.3) (89.6) (87.5) (87.2) (88.7) (86.5)
0

200

400

600

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

億円

借入金残高のうち債務保証等付
き借入金残高

（　）は占める割合

(単位：％）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R6年度R5年度

57.964.2

区　　分

5年以上保有

土地の割合 64.057.173.8 63.8 48.9

R元年度

54.5

R2年度 R3年度 R4年度 R6年度

57.3

区　　分

5年以上保有

土地の割合 53.5

R5年度

58.579.6

（単位：％）
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「地方公共団体等からの出資割合が25％以上の法人」及び「出資割合が25％未満であるものの

地方公共団体から財政的支援を受けている法人」
※県･市町村等が複数で出資する法人を含み、清算手続き中の法人及び土地開発公社を除く

※財政的支援を受けている法人とは、地方公共団体から補助金、貸付金、損失補償を受けている法人

※各数値は、「第三セクター等の状況に関する調査」の隔年実施にあわせて隔年更新

（１）　第三セクターの経営等の状況

■　業務分野別の法人数等の状況（令和６年度決算）
（単位：法人数、％）

注1）　「赤字法人」は社団・財団法人にあっては当期正味財産減少額、会社法法人にあっては経常損失を計上した法人数。

注2）　「業務分野」上記以外の内訳：住宅・都市サービス、社会福祉・保健医療、生活衛生、教育・文化、公害・自然環境保全、国際交流、その他。

■　赤字の状況

4 0 （0.0）

0 0 -
4 1 （0.0）
4 1 （25.0）

0 0 -
0 0 -
0 0 -

地方独立行政法人

法人数
赤字法人 （構成比）

0 0 -
0 0 -

（33.3）1
0

3

業務分野

地域・都市開発

観光・レジャー

農林水産

２　第三セクター（社団・財団法人、会社法法人、地方独立行政法人）の状況

7
56 （50.0）

（50.0）3商工

法人数 法人数
赤字法人 赤字法人 （構成比）

16 10 （62.5）

（31.6）
（66.7）
（34.3）

0
6

3
35
15
6

30

合計

令和４年度　合計 73

36

（70.0）
（100.0）

-
29 16上記以外

道路・運輸
情報処理

（55.2）

1
0

（41.1）

73 （49.3）

10

（構成比）
法人数

赤字法人

2

会社法法人社団・財団法人

3 （0.0）
1
0

54 18
5

（33.3） 27 11

4 2

2
19
12

2
12

（0.0）

77 35 （45.5）

（30.8）
78 27 （34.6）

413

154 65 （42.2）

（45.7）
64 （41.3）155

46 21

（50.0）

合計

（構成比）
（40.0）
（33.3）
（40.7）

3 0 （0.0）

地域・都市開発

3.2%

観光・レジャー

34.8%

農林水産

17.4%

商工

10.3%

道路・運輸

2.6%

情報処理

1.9%

上記以外

29.7%

第三セクターの業務分野（法人数）

155

法人

地域・都市開発

3.1%

観光・レジャー

28.1%

農林水産

17.2%商工

15.6%道路・運輸

3.1%

情報処理

0.0%

上記以外

32.8%

赤字法人の業務分野（法人数）

39 36
29 30
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団体
赤字法人数の推移

65/154団体

（42.2％）
65/154団体

（42.2％）
62/148団体

（41.9％）

会社法

法人

社団・財団

法人
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865
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0
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平成29年度 平成30年度 令和２年度 令和４年度 令和６年度

(百万円)

赤字額の推移

地方独立

行政法人

64

法人

61/155団体

会社法

法人

社団・財団

法人

64/155団体

（41.3％）
地方独立

行政法人
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■　負債が資産を上回っている法人の状況
（単位：億円、％）

法人数（構成比）
2 （2.7）

12 （15.4）
0 （0.0）

14 （9.0）

（２）　第三セクターへの財政支援の状況
（単位：億円、％）

額 額 額 額
5 1 （20.0） 0.0 0 （0.0） 0.0 1 （20.0） 1.7 0 （0.0） 0.0
54 23 （42.6） 9.9 28 （51.9） 25.9 3 （5.6） 14.2 1 （1.9） 1.2
27 13 （48.1） 3.5 11 （40.7） 3.6 0 （0.0） 0.0 1 （3.7） 0.1
16 11 （68.8） 7.9 7 （43.8） 5.9 0 （0.0） 0.0 1 （6.3） 0.7
4 3 （75.0） 7.7 1 （25.0） 0.2 0 （0.0） 0.0 1 （25.0） 42.3
3 0 （0.0） 0.0 2 （66.7） 16.1 0 （0.0） 0.0 0 （0.0） 0.0
46 23 （50.0） 48.7 25 （54.3） 31.6 3 （6.5） 70.9 1 （2.2） 0.5
155 74 （47.7） 77.7 74 （47.7） 83.3 7 （4.5） 86.8 5 （3.2） 44.8

注2）　「業務分野」上記以外の内訳：住宅・都市サービス、社会福祉・保健医療、生活衛生、教育・文化、公害・自然環境保全、国際交流、その他。

注）　表示単位未満の端数処理により、合計と内訳が一致しない場合がある。

注1）　県の補助金、委託料、貸付金、損失補償は除く。

合　　計

地域・都市開発
観光・レジャー
農林水産
商工

上記以外

損失補償残高
法人数（構成比）

道路・運輸
情報処理

法人数（構成比） 法人数（構成比） 法人数（構成比）

貸付金

155

委託料補助金

△ 6.4
△ 2.2

△ 8.6

全法人数

4 －
合　　　計

社団・財団法人
会社法法人

業務分野

地方独立行政法人

区　　分 全法人数
負債が資産を上回っている法人

資本額又は正味財産額

73
78

地域・都市開発

0.0%
観光・レジャー

12.7% 農林水産

4.5%

商工

10.2%

道路・運輸

9.9%

情報処理

0.0%

上記以外

62.7%

［補助金交付総額］

77.7億円

地域・都市開発

0.0%

観光・レジャー

31.1%

農林水産

4.3%
商工

7.1%

道路・運輸

0.2%

情報処理

19.3%

上記以外

37.9%

[委託料支払総額］

83.3億円

地域・都市開発

2.0%

観光・レジャー

16.4%
農林水産

0.0%

商工

0.0%

道路・運輸

0.0%

情報処理

0.0%
上記以外

81.7%

［貸付金残高］

86.8億円

地域・都市開発

0.0%

観光・レジャー

2.7%

農林水産

0.2%

商工

1.6%

道路・運輸

94.4%

情報処理

0.0%

上記以外

1.1%
[損失補償残高］

44.8億円
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